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第１ 日本ＩＢＭ事件判決（東京地裁平成２３

年１２月２８日 労働経済判例速報２１３

３号）のポイント 

前号で日本ＩＢＭ事件判決の判旨を紹介しま

したが、本号では上記判決のポイントを紹介致

します。今後の実務に参考になると思います。 

１ 目的、人選基準が明確であった 

日本ＩＢＭ（以下、「会社」といいます）は、

平成２０年のリーマン・ショック以降の経営不

振から、大規模な任意退職者を募集することと

しました。会社の企業文化が従業員各人に自ら

の業績向上のための努力を求めることにあるこ

とから、一定の評価以下の者に対し退職勧奨を

行なうことを明確にしました。 

目的、人選基準を明確にすることでその後の

退職勧奨を容易にすることができますし、各人

に対する説明がバラバラになり疑心暗鬼を生じ

させることを防ぐことができます。 

会社では、人事評価に応じて職務、賃金が変

わる制度を採用しており、人選基準を一定の評

価以下の者とすることは受け入れやすいという

事情（日系企業ではなかなかないです）があり

ましたが、実務上一つの参考になります。 

２ 明確な退職拒絶の意思表示をした後は退

職勧奨を止めた 

本件の原告は４名です（原告Ａ～Ｄ）。会社は

原告Ａに対して２回、原告Ｂに対して２回、原

告Ｃに対して１回、原告Ｄに対して４回（原告

Ｄは３回目の退職勧奨の面接までは良い転職先

があれば退職してもよいと述べていました）退

職勧奨の面接を行いました。いずれも、原告ら 

が明確に退職勧奨を拒絶した後は、会社は退職

勧奨を止めています。ここで、会社が退職勧奨

を拒否されたあとも続けていた場合は態様によ

っては退職勧奨が違法になった可能性がありま

す。本件での勝敗の分かれ目です。 

１回目の面接で退職勧奨を拒否した原告もい

ましたが、会社は退職プログラム制度を正確に

理解してもらう必要があるとしてすぐに退職勧

奨を打ち切らず次の退職勧奨の機会を持ちまし

た。この再度の退職勧奨については、裁判所は、

社員が退職に消極的な意思を表明した場合であ

っても、すぐに退職勧奨を止める必要はなく、

退職した場合のメリット、デメリットを伝える

こと、更に具体的に検討するように求めること

は社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した

態様でなされたものでない限り当然に許容され

ると判断しています。 

３ 退職勧奨の際にしてはいけないことを事

前研修で伝えていた 

会社は、実際に退職勧奨を行なう上司を集め

て、退職勧奨における留意事項を伝えています。

主な留意事項は以下のとおりです。実務上参考

になります。 

・人格を傷つけるような言動や解雇の意思表示

と感じさせるような言葉は決して使わないこ

と 

・１回の面談は３０～４０分程度を目安にする

こと 

・１週間に３回以上の面談はしないようにする

こと 

・結論を急がない 

 

★退職勧奨の限界について（２） 
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会社が事前研修を行い、退職勧奨が退職強要

とならないために準備をしたことは今回の退職

勧奨の適法性を補強する事実となりました。 

断材料として人事措置予定を伝えることは何ら

問題ありません。 

第２ 今回の判決について 

４ 退職条件が恵まれていた 私は今年の３月に「社長は労働法をこう使

え！」という本を出版しました。この本で、私

は退職勧奨についての規制は緩いと書いて、イ

ンターネットなどで批判を受けました。しかし、

本を書いた時点ではこの日本ＩＢＭ事件判決の

存在を知りませんでしたが、少なくともこの裁

判例は私の言っていることとあまり変わらない

と感じております。 

会社は退職勧奨の条件として所定の退職金に

加えて最大で月額給与額の１５ヶ月分を提示し

ました。退職条件が恵まれているからといって、

退職勧奨が適法となるわけではありません。し

かし、この裁判例を読む限りは、恵まれた退職

条件が裁判官の心証に影響を与えたことは間違

いありません。恵まれた退職条件を社員に理解

してもらうためには、社員が一度退職勧奨に難

色を示したとしても、再度の退職勧奨の面接も

許されるということです。なお、恵まれた退職

条件を裁判所は「業績が低いこと等を理由にご

く僅かな一時金等を提供して社員を退職させる

企業が相当数存在する事実は当裁判所に顕著で

ある」、「大規模な退職勧奨を実施しなければな

らない厳しい経営環境の中で、被告社員の退職

後の将来を慮った充実した内容である」と述べ

ています。 

今回の裁判例は、非常に判決文も長く、退職

勧奨についての一般論に多くのスペースを割い

ています。東京地裁労働部には、約１５名前後

の裁判官が所属し、大量の労働事件を処理して

います。今回の裁判例は、退職勧奨について、

全国の裁判官や実務家に向けて発信していると

おもいます。なかなか労働事件では最高裁判決

が出ることはなく、東京地裁の労働部の裁判例

は、実務上の先例として重視されます。第二審

の東京高裁でも和解は難しいと思います。第二

審の判決がどのような内容になるのか興味があ

ります。 
５ 退職勧奨の際、退職勧奨を断った後の人事

措置予定（降格）を伝えることは違法ではな

いこと 特に複数人に対して退職勧奨を行う場合は、

この裁判例は非常に参考になりますので、是非

判決文の原文にあたっていただきたいと思いま

す。 

退職勧奨を断ったことを理由として降格や減

給をすることは人事権の濫用として違法無効と

なる可能性があります。今回の裁判例は、現在

の能力、実績をふまえて、退職勧奨を断った後

は次回の人事査定により降格、減給となること

を伝えることは何ら違法ではないと判示してい

ます。退職勧奨を拒否したことを理由とする報

復の人事権行使でなければ、退職勧奨の際の判 

お気軽にご相談下さい（10:00～17:00） 
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